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○周防大島町営住宅及び一般住宅条例施行規則 

平成16年10月1日 

規則第159号 

改正 平成21年2月10日規則第1号 

平成22年3月1日規則第3号 

平成23年6月20日規則第16号 

平成23年10月20日規則第22号 

平成24年3月9日規則第14号 

平成25年12月25日規則第34号 

平成27年3月30日規則第16号 

平成27年12月25日規則第36号 

平成28年6月27日規則第27号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、周防大島町営住宅及び一般住宅条例(平成16年周防大島町

条例第192号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

(町営住宅等入居者の資格、入居の申込み及び入居者の決定) 

第2条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護

を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けるこ

とが困難であると認められる者を除く。 

(1) 60歳以上の者 

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその

障害の程度が次のアからウまでのいずれかに該当するもの 

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表

第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度であるもの 

イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉
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に関する法律施行令(昭25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から

3級までのいずれかに該当する程度であるもの 

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの 

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷

病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表1号表ノ2の特別

項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度で

あるもの 

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条

第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の一部を改正

する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含

む。)を受けている者 

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過してい

ないもの 

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成

13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法

律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2

項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者を含む。以下同じ。)でア又はイのいずれかに該

当するもの 

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2

において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防

止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含
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む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 

イ 配偶者暴力防止法等第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2にお

いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の

申立を行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経

過していないもの 

2 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号のいずれか

に該当するものとする。 

(1) 障害者基本法第2条第1項に規定する障害者でその障害が次のアからウま

でのいずれかに該当するもの 

ア 身体障害 前項第2号アに規定する程度 

イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3

項に規定する1級又は2級に該当する程度 

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度 

(2) 前項第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者 

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は

18歳未満の者である場合 

(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 

3 条例第8条第1項の規定による町営住宅等入居申込書は、様式第1号によるも

のとする。 

4 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申

込書に個人番号を記載した場合はこの限りではない。 

(1) 入居しようとする親族全員の住民票の写し 

(2) 所得(条例第6条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類 

(3) 前年度分の納税証明書 

(4) 入居後に婚姻の予定(入居から3月以内)がある場合は同居誓約書(様式第2

号) 

(5) その他町長が必要と認める書類 
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5 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅等入居決定通知書(様式第3号)

によるものとする。 

(入居補欠通知書等) 

第3条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、

その旨を町営住宅等入居補欠通知書(様式第4号)により申込者に通知するもの

とする。 

2 町長は、条例第10条第2項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定

したときは、その旨を町営住宅等入居決定通知書(様式第3号)により通知する

ものとする。 

(入居誓約書及び請書) 

第4条 第2条第5項の規定により、町長が町営住宅の入居者として決定した者

(以下「入居者」という。)は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の

連署した請書(様式第5号)及び条例第11条第1項第2号に規定する入居誓約書

(様式第6号)を提出しなければならない。 

(連帯保証人) 

第5条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が条例第11条第1項

第1号に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要すると

きは、新たに同号に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、連帯保

証人変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。 

2 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、又は勤務先に変更が生じたときは、遅

滞なく連帯保証人住所(氏名・勤務先)変更届(様式第8号)に変更を証する書類を

添付して町長に届け出なければならない。なお、個人番号を記載しない場合

は、変更を証する書類を添付しなければならない。 

(入居手続延期申請書) 

第6条 条例第11条第2項の規定により入居手続延長の手続きをしようとすると

きは、町営住宅等入居手続延期申請書(様式第9号)を町長に提出しなければな

らない。 
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2 町長は、前項の申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅等入居手

続延期承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。 

(入居可能日の通知) 

第7条 条例第11条第5項の規定による通知は、入居可能日通知書(様式第11号)

によるものとする。 

(同居の承認) 

第8条 条例第12条の規定により、同居を認められた親族以外の親族を同居させ

ようとする者は、町営住宅等同居承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなけ

ればならない。 

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅等同居承認

通知書(様式第13号)により通知するものとする。 

(世帯員変更届) 

第9条 入居者は、入居者又は同居を認められた親族(前条第2項の規定により同

居の承認を受けたものを含む。以下同じ。)に出産、死亡又は転出の事実があ

ったときは速やかに世帯員変更届(様式第14号)を町長に提出しなければなら

ない。 

(氏名変更届) 

第10条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速や

かに入居者氏名変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。 

(入居の承継) 

第11条 条例第13条の規定により、入居の承継の承認を受けようとするときは、

当該承認の理由となるべき事実の発生後30日以内に町営住宅等入居承継承認

申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。なお、個人番号を記載

しない場合は、承継の理由となるべき事実を証する書類を添付しなければな

らない。 

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅等入居承継

承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。 
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(利便性係数) 

第12条 条例第14条第2項の規定による数値(以下「利便性係数」という。)は、

別表第1のとおりとする。 

(収入申告) 

第13条 条例第15条第1項及び第2項の規定による町営住宅収入申告書は、様式

第18号によるものとする。 

(家賃の通知等) 

第14条 条例第15条第3項の規定による収入の額、家賃、期間、その他必要な事

項の通知は、毎年、家賃等通知書(様式第19号)及び住宅家賃納入通知書(様式

第19号―1)により行うものとする。 

2 条例第15条第4項の規定による収入の再認定の請求は、町営住宅等収入再認

定申請書(様式第20号)に個人番号を記載しない場合、町長の指定する収入に関

する書類を添付して行わなければならない。 

3 町長は、前項の請求に基づき、収入の再認定をしたときは、家賃等変更通知

書(様式第21号)及び住宅家賃変更納入通知書(様式21号―1)により通知するも

のとする。 

(連帯保証人への通知) 

第15条 町長は、条例第18条の納期限までに納付しない者があるときは、これ

を連帯保証人に通知することができる。 

(敷金の納付及び還付手続) 

第16条 町長は、条例第19条第1項の規定により敷金を徴収し、町営住宅等敷金

預り証(様式第22号)を交付する。また、条例第19条第3項ただし書の規定によ

り敷金のうちから未納の家賃等又は損害賠償金を控除して、残金が生じたと

きは、当該残金に敷金控除明細書(様式第22号―1)を添付して還付するものと

する。 

(共益費) 

第17条 条例第22条第2項の規定による共益費は別表第2に掲げる額とする。 



7/55 

(長期不使用届) 

第18条 条例第25条の規定により、長期不使用の届出をしようとするときは、

町営住宅等を使用しなくなる日の5日前までに町営住宅等不使用届(様式第23

号)により、町長に届け出なければならない。 

(用途変更の承認) 

第19条 条例第27条ただし書の規定により、用途変更の承認を受けようとする

ときは、町営住宅等用途変更承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければ

ならない。 

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅等用途変更

承認通知書(様式第25号)により通知するものとする。 

(模様替等の承認) 

第20条 条例第28条第1項ただし書の規定により、模様替又は増築の承認を受け

ようとするときは、町営住宅等模様替(増築)承認申請書(様式第26号)に模様替

又は増築に係る設計図書を添付して町長に提出しなければならない。 

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅等模様替(増

築)承認通知書(様式第27号)により通知するものとする。 

(収入超過者の認定等) 

第21条 条例第29条第1項の規定による通知は、町営住宅等収入超過者認定通知

書(様式第28号)によるものとする。 

2 条例第29条第2項の規定による通知は、町営住宅等高額所得者認定通知書(様

式第29号)によるものとする。 

3 条例第29条第3項の規定による再認定の請求及び更正は、第14条第2項及び第

3項の規定を準用する。 

(明渡届) 

第22条 入居者が条例第40条第1項の規定により、明け渡しをしようとするとき

は、町営住宅等明渡届(様式第30号)により、町長に届出なければならない。 

(明渡請求) 
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第23条 入居者が条例第41条第1項の規定に違反した場合は、町長は入居者に対

して町営住宅明渡請求通知書(様式第31号)により通知することができる。 

(立入検査) 

第24条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第32号によるもの

とする。 

(敷地の目的外使用) 

第25条 条例第56条の規定により、町営住宅等の用に供されている土地の一部

を目的外使用をしようとする者は、町営住宅等敷地目的外使用許可申請書(様

式第33号)を町長に提出しなければならない。 

2 町長は、住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、町営住宅等の用

に供されている土地の一部の目的外使用を認める。 

3 町長は、条例第56条の規定により、町営住宅等の用に供されている土地の一

部の目的外使用を許可する場合には、町営住宅等敷地目的外使用許可通知書

(様式第34号)により通知するものとする。 

(その他) 

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久賀町営住宅条例施行規則(平成

12年久賀町規則第12号)、大島町営住宅管理条例施行規則(平成9年大島町規則

第33号)又は橘町営住宅及び一般住宅条例施行規則(平成9年橘町規則第33号)

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成21年2月10日規則第1号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 
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附 則(平成22年3月1日規則第3号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年6月20日規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成23年10月20日規則第22号) 

この規則は、平成23年11月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月9日規則第14号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の周防大島町営住宅及び一般住宅条例施行規則第2条

第1項第1号及び同条第2項第3号の規定の適用については、平成28年4月1日ま

での間、昭和31年4月1日以前に生まれた者が満60歳に達していない場合にお

いても当該条件を具備する者とみなす。 

附 則(平成25年12月25日規則第34号) 

この規則は、平成26年1月3日から施行する。 

附 則(平成27年3月30日規則第16号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年12月25日規則第36号) 

この規則は、平成28年1月1日から施行する。 

附 則(平成28年6月27日規則第27号) 

この規則は、平成28年7月1日から施行する。 

別表第1(第12条関係) 

区

分 

名称 利便性係数 

町

営

西ヶ原住宅 0.7 

山下浜住宅 0.7 
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住

宅 

砂田住宅 0.7 

新開青木住宅 0.7 

新開団地住宅 0.755 

洲崎漁民住宅 0.7 

八幡住宅 0.755 

向津原下住宅 0.7 

向津原上住宅 0.7 

赤松住宅 0.7 

中塚住宅 0.7 

第二中塚住宅 0.7 

蔵本住宅 0.7 

瀬戸第一住宅 0.7 

瀬戸第二住宅 0.7 

五反田住宅 0.7 

小方住宅 0.7 

小田住宅 0.7 

峠の下住宅 0.7 

西方住宅 0.7 

外入住宅 0.7 

船越住宅 0.7 

平野住宅 0.7 

伊保田住宅 0.7 

栄住宅 0.7 

古城住宅 0.7 

西浦住宅 0.7 

和戸住宅 0.755 
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真宮住宅 0.7 

庄南住宅 0.7 

おれんじヒルズ 0.755 

日良居住宅 0.7 

一

般

住

宅 

長崎西住宅 0.7 

伊保田住宅 0.7 

栄住宅 0.7 

古城住宅 0.7 

西浦住宅 0.7 

庄南住宅 0.7 

大泊住宅 0.7 

別表第2(第17条関係) 

区

分 

建設年度 種別構造 建設戸

数 

1戸当たりの共

益費(月額) 

備考 

町

営

住

宅 

平成元年度 中層耐火構造3

階建 

13戸 3,000円八幡住宅 

平成3年度 中層耐火構造3

階建 

13戸 3,000円八幡住宅 

平成4年度 中層耐火構造3

階建 

13戸 3,000円八幡住宅 

平成6年度 中層耐火構造3

階建 

18戸 4,000円新開団地住宅 

平成7年度 中層耐火構造3

階建 

12戸 4,000円新開団地住宅 

平成10年度 中層耐火構造3

階建 

4戸 4,000円新開団地住宅 
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平成11年度 中層耐火構造3

階建 

15戸 5,000円新開団地住宅 

平成13年度 中層耐火構造3

階建 

9戸 3,000円八幡住宅 

一

般

住

宅 

昭和55年度 木造平屋建 1戸 6,000円長崎西住宅 

平成9年度 耐火構造2階建 4戸 2,500円伊保田住宅 
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